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 予算特別委員会は、会議日程に従い、去る12

月19日に審査が行われたところであります。審

査に当たっては、各会計補正予算の概要につい

て担当課長から説明を受けた後、３名の委員の

総括質疑が行われ、終了後に細部審査を行った

ところでありますが、その経過につきましては、

議長を除く全員で構成する委員会でありますの

で、後刻会議録によりご承知くださいますよう

お願い申し上げ、審査の結果のみご報告申し上

げます。 

 議案第91号 平成28年度長井市一般会計補正

予算第８号、議案第92号 平成28年度長井市国

民健康保険特別会計補正予算第２号、議案第93

号 平成28年度長井市山形鉄道運営助成事業特

別会計補正予算第２号、議案第94号 平成28年

度長井市介護保険特別会計補正予算第２号の補

正予算４件につきましては、いずれも全員一致

で原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

 以上が審査の結果でありますが、当局におか

れましては、審査の過程で委員各位より出され

ました質疑、意見等については十分に意を用い

られ、事務の執行に当たられるよう申し上げ、

予算特別委員会の審査の報告を終わります。 

○渋谷佐輔議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 まず、日程第17、議案第91号 平成28年度長

井市一般会計補正予算第８号の１件について、

討論の通告がありませんので、討論を終結し、

採決いたします。 

 議案第91号について、予算特別委員長の報告

は、原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第91号は、予算特別委員長報告のとおり決

定いたしました。 

 次に、日程第18、議案第92号 平成28年度長

井市国民健康保険特別会計補正予算第２号から

日程第20、議案第94号 平成28年度長井市介護

保険特別会計補正予算第２号までの３件につい

て、討論の通告がありませんので、討論を終結

し、一括して採決いたします。 

 日程第18、議案第92号から日程第20、議案第

94号までの３件について、予算特別委員長の報

告は、いずれも原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第92号、議案第93号、議案第94号は、予算

特別委員長報告のとおり決定いたしました。 

 

 

 委員会付託の省略について 

 

 

○渋谷佐輔議長 お諮りいたします。これから上

程いたします議案は、委員会付託を省略し、全

員でご審議願いたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご異議なしと認めます。よって、

そのように決定いたしました。 
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○渋谷佐輔議長 それでは、日程第21、議案第95

号 長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例等の一部を改正する条例の設定についてから

日程第30、議案第104号 平成28年度長井市水

道事業会計補正予算第２号までの10件を一括議

題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 議案第95号 長井市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する

条例の設定についてご説明申し上げます。 

 本案は、地方公務員の育児休業等に関する法

律及び育児休業、介護休業等、育児または家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改

正に伴い、所要の改正をするためご提案申し上

げるものでございます。 

 議案第96号 長井市特別職に属する者の給与

等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてご説明申し上げます。 

 本案は、市長、副市長、教育長及び議会の議

員に対して支給する期末手当の支給割合を改定

するとともに、第30回長井マラソン大会におけ

るスタート位置を誤った事件に関し、市長の給

料を減額するためご提案申し上げるものでござ

います。 

 次に、議案第97号 長井市一般職の職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例の設定

についてご説明申し上げます。 

 本案は、国、県及び他の地方公共団体の職員

の給与改定措置を踏まえ、給料表の改定等、所

要の改正をいたすためご提案申し上げるもので

ございます。 

 議案第98号 平成28年度長井市一般会計補正

予算第９号についてご説明申し上げます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に2,384万6,000円を追加いたしまし

て、予算の総額を歳入歳出それぞれ157億4,259

万8,000円とするものでございます。 

 このたびの補正は、議案第96号で提案してお

ります特別職に属する者の給与等に関する条例

の一部改正及び議案第97号で提案しております

一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正

に伴い、人件費所要見込み額1,832万1,000円を

関係各款項目に計上するとともに、灯油購入助

成事業552万5,000円などを追加するもので、こ

れらの財源としまして、灯油購入費助成事業費

補助金262万5,000円、前年度繰越金2,122万

1,000円を計上するものでございます。 

 続きまして、議案第99号 平成28年度長井市

公共下水道事業特別会計補正予算第４号につい

てご説明申し上げます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に27万4,000円を追加いたしまして、

予算の総額を歳入歳出それぞれ11億5,264万

4,000円とするものでございます。 

 補正の内容としましては、議案第97号で提案

しております一般職の職員の給与に関する条例

等の一部改正に伴い、人件費所要見込み額を計

上するものでございます。また、補正の財源と

しまして、一般会計繰入金を増額するものでご

ざいます。 

 議案第100号 平成28年度長井市農業集落排

水事業特別会計補正予算第２号についてご説明

申し上げます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に５万2,000円を追加しまして、予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億6,842万3,000

円とするものでございます。 

 補正の内容としましては、議案第97号で提案

しております一般職の職員の給与に関する条例

等の一部改正に伴い、人件費所要見込み額を計

上するものでございます。また、補正の財源と

しまして、一般会計繰入金を増額するものでご

ざいます。 
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 次に、議案第101号 平成28年長井市訪問看

護事業特別会計補正予算第２号についてご説明

申し上げます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に10万2,000円を追加しまして、予

算の総額を歳入歳出それぞれ2,407万1,000円と

するものでございます。 

 補正の内容としましては、議案第97号で提案

しております一般職の職員の給与に関する条例

等の一部改正に伴い、人件費所要見込み額を計

上するものでございます。また、補正の財源と

しまして、一般会計繰入金を増額するものでご

ざいます。 

 議案第102号 平成28年度長井市介護保険特

別会計補正予算第３号についてご説明申し上げ

ます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に11万5,000円を追加しまして、予

算の総額を歳入歳出それぞれ31億1,994万3,000

円とするものでございます。 

 補正の内容としましては、議案第97号で提案

しております一般職の職員の給与に関する条例

等の一部改正に伴い、人件費所要見込み額を計

上するものでございます。また、補正の財源と

しまして、一般会計繰入金を増額するものでご

ざいます。 

 議案第103号 平成28年度長井市浄化槽事業

特別会計補正予算第２号についてご説明申し上

げます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に４万8,000円を追加しまして、予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億4,656万1,000

円とするものでございます。 

 補正の内容としましては、議案第97号で提案

しております一般職の職員の給与に関する条例

等の一部改正に伴い、人件費所要見込み額を計

上するものでございます。また、補正の財源と

しまして、一般会計繰入金を増額するものでご

ざいます。 

 最後になりますが、議案第104号 平成28年

度長井市水道事業会計補正予算第２号について

ご説明申し上げます。 

 本案は、収益的支出に39万9,000円を、資本

的支出に14万8,000円を追加するとともに、予

算第８条に定めた職員給与費に54万7,000円を

追加するものでございます。 

 補正の内容としましては、議案第97号で提案

しております一般職の職員の給与に関する条例

等の一部改正に伴い、人件費の補正を行うもの

でございます。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。 

○渋谷佐輔議長 提案書の説明が終わりました。 

 これから１件ごとに質疑、討論、採決を行い

ます。 

 なお、申し合わせにより委員会付託を省略し

て全員による審議の場合、当日提案議案の質疑

につきましては、一問一答の方式により行うこ

ととされております。質疑の時間は１人当たり

答弁を含めて60分以内となっておりますので、

ご協力をお願いします。 

 まず、日程第21、議案第95号 長井市職員の

勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正

する条例の設定についての１件について質疑を

行います。 

 ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議案第95号について、討論を行い

ます。 

 ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第95号は、原案のとおり決するに賛成の
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議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第95号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第22、議案第97号 長井市一般職

の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の設定についての１件について質疑を行い

ます。 

 ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議案第97号について、討論を行い

ます。 

 ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第97号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第97号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第23、議案第96号 長井市特別職

に属する者の給与等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についての１件について質疑を

行います。 

 ご質疑ございませんか。 

 ３番、金子豊美議員。 

○３番 金子豊美議員 市長にお伺いします。 

 今まで一般質問の中で、長井マラソンについ

てはさまざまご答弁なさっておられまして、一

般質問終わった時点で、私としてはもうけじめ

がついてるんじゃないかなというふうに考えて

おったわけなんです。その後、新聞等で５％減

の話なども出たりしまして、きょうご提案いた

だいたというふうな経過だと思いますが、この

５％減というのをお考えになったのはいつごろ

でしょうか、お聞きします。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 一般質問の１日目の質問の後、失礼しました、

２日目の最終に９人目が……。 

（「７、８」の声あり） 

○内谷重治市長 ７、８の２日目の最後の９人目

の赤間議員まで質問いただいた時点でなかなか

ご理解をいただけないのかなというふうに考え

まして、その時点で自分としては判断したとこ

ろでございます。 

○渋谷佐輔議長 ３番、金子豊美議員。 

○３番 金子豊美議員 そういった中で、今まで

の答弁で大会役員の立場等を考えてけじめをつ

けるんだ、これからの取り組みに努力してるん

だという答弁をいただいたわけですが、今回

５％減をすることによりまして、大会役員、競

技役員等、それからボランティアで協力してき

た方々に対する今後の影響はどのような影響が

考えられるか、影響がないとすればそれでいい

んですが、その辺についてどうお考えかお聞き

したいと思います。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 むしろ、私といたしましては、

大会の役員の方、実行委員会の皆様、また、ボ

ランティアの方々にこれ以上ご迷惑をおかけし

ないように、また、市民の批判やら議会の批判

が及ばないようにということと、また、来年度

以降の長井マラソンに対しまして、変わらぬよ

り一層のご協力を賜るということから、まずは

どこかでこの議論に終止を打たなきゃいけない

ということで、私が給与の削減をいたしまして

けじめをつけるのが一番正しい判断ではないか

というふうに考えたところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ３番、金子豊美議員。 

○３番 金子豊美議員 もう１点でありますけど

も、これまでの答弁の中で今後の取り組みに努

力するという言葉があったわけですが、その中
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で１つ気になる点があったのでお聞きしておき

たいと思います。 

 参加料を返さないというのは私も大賛成なん

です。今回参加したアスリートの方々から参加

料を返していただきたいという言葉は事務局に

お聞きしたところによりますとなかったという

ふうなこともお聞きしてますし、来年度大会を

応援することが一番大事なわけでありますけど

も、それに向けまして、減額とかいろんな話も

答弁の中で出ておったと思います。ただ、フル

マラソンを走られる方々については、アスリー

トというプライドもありますし、これまでそう

いった参加料どうのこうの、ほかの地区でもな

かったというふうな中で、やはり長井市として

は、そういうお金にかかわった部分ではなく、

親切丁寧なご案内文書を添えて、そして今回参

加なされた方々にご案内を差し上げると、そう

いった気持ちが大事でないかなって私は思うん

です。ですから、今回いろんな問題があったわ

けですが、今回協力なされた役員も含めまして、

市民が全員でどのような形で来年の大会を迎え

られるか、これからオリパラもあるわけですし、

そういった中で長井市が注目されてると、そう

いったことがこれから出てくると思うんです。

ですから、今回本当の意味のけじめをこの減給

というか５％減でつけたいという市長の気持ち

があれば今後の取り組みにご期待申し上げたい

と思いますが、その辺の決意をお聞きしたいと

思います。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 金子議員から、大変温かい励ま

しっていいますか、お言葉をいただいたと思っ

てます。やはり私といたしましては、参加料を

返還するというのは、これは適切ではないとい

うふうに思っておりまして、ただ、今後このた

びの事件といいますか、不祥事に対してのおわ

びと、それからこれからどのようにして、二度

とこういったことがないようにこの長井マラソ

ンを引き続いて行っていくかということについ

ての信頼回復のために、ぜひフルマラソンだけ

に限らず、ハーフやらあるいはその他の種目に

参加いただいた、出場いただいた方々に対して

手紙等々で状況を報告したり、あるいはご意見

をいただくということで、来年度に参加者が減

ることのないようにしたいと思っております。

その中でまだ検討ですから、もう少し新年度に

入ってから実行委員会やら内部でもいろいろ詰

めたいと思いますが、例えば96名でしたですね。 

（「97」の声あり） 

○内谷重治市長 ごめんなさい、97名の登録され

てる方ですね、その方々に対して、例えば、参

加料を減免するというようなことではなくて、

おわびとして来年は招待をさせていただくとか、

あとは、それ以外の六百数十名の方もいらっし

ゃるわけですけども、その方については、減額

がいいのか、それとも通常どおり頂戴したほう

がいいのか、その辺などは今後の検討だと思い

ますが、今考えてるところでは、来年は東京オ

リンピック・パラリンピックのホストタウンと

して登録をいただきましたタンザニアのほうか

ら、これはなかなか難しいのかもしれませんが、

リオのオリンピックに出場した選手などを招待

して、なおかつ国内もアスリートとしてある程

度有名な方なども招待しながら、一緒になって

また盛り上げていくようなそんなイベント的な

ことも考えながら、信頼回復とまたマラソンの

まち長井と、市民の皆様、実行委員会の皆様が

築いていただいたこのフルマラソンのまち長井

でございますので、これらをしっかりと再認識、

評価をしていただけるような、そんな取り組み

を検討してまいりたいと思いますので、議会の

皆様からも今後ともご指導、いろいろなご提言

を賜りたいと存じます。よろしくお願いいたし

ます。 

○渋谷佐輔議長 ３番、金子豊美議員。 

○３番 金子豊美議員 やはり市民一丸となって
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という取り組みが一番大事だと思いますので、

今回起こったことを反省しながら、この次の大

会は立派な大会になるように当局の努力にもご

期待申し上げますし、私としても議員の１人と

して、できることは精いっぱいやっていきたい

というふうに考えておりますので、当局の取り

組みにご期待申し上げ、質疑を終わります。 

○渋谷佐輔議長 そのほかございませんか。 

 13番、蒲生光男議員。 

○１３番 蒲生光男議員 私は市長のこの５％で

すね、減額をしてけじめをつけたいということ

に対しては、賛成できないという立場でこれか

らいろいろ申し上げたいと思います。 

 今、金子議員から、市長１人の責任ではない、

いろんな人のっていう話もあったんですけども、

私もここでこういう質疑する立場としては、非

常に微妙な立場なわけなんですよね、実行委員

会の立場としても。それで非常に言葉を選ばな

ければいけないということはあるわけですが、

この機会ですので、質疑させていただきます。

なお、この５％減額については、私は賛成でき

ないということで、後ほど修正案が用意されて

おりますので、そのことも含めてよろしくお願

いいたします。 

 まず、長井マラソンというものは一体何なの

かという生い立ちなども含めておさらいさせて

いただきたいと思うんですけども、長井マラソ

ン大会は、30年前、長井トライアスロン大会の

第３回大会の反省会をしたときに、こういう話

だったんですね。どこだか自治体は忘れました

が、フルマラソンの計画をしてるところがある

と。それは先に越されちゃうまくねえと、越さ

れないうちに長井でやっちまおうということで

急遽することになったんですよ。それで、それ

が７月ごろの話ですから、いつするかというこ

とになったわけなんですが、期日は11月３日。

案内はトライアスロン大会に出てくれた人たち

にダイレクトメールを出して、それで選手を集

めようと、集めました。集まったのが大体75名

でした。北中の自転車小屋、ここをスタート、

ゴールにしまして、２周回でおおむね42キロと。

だから今回の48メーターなんて問題外なんです

よ。恐らく数百メーター狂いがあったかと思い

ますけれども、それでやったのが30年前でござ

います。 

 それで、一銭もないところから始めたもんで

すから、まず実行委員会の委員が１人ずつ１万

円ずつ拠出をして、来年の大会で返すからとい

うことにして始めたんですけれども、それでも

もちろん足りないですので、当時の市長、斎藤

伊太郎市長にお願いに行きまして、市長室にお

いでになった方々に芳名簿を置いて、そこに名

前を書いていただいて寄附をもらうというやり

方をしたんですね。それでも十二分にお金って

いうのが集まらなかったもんですから、結局は

市の幹部職員の皆さん方にお願いをして幾らか

ずつ協力してもらって、やっと収支を合わせた

っていうのが思い出されます。第１回目の大会

だから、記念品はできるだけいいものをやろう

っていうふうになったんですね。全くやること

がめちゃくちゃだったと思うんですけども、そ

れでＴシャツやなんかじゃなくてトレーナーを

やろうということで、トレーナーをかなり奮発

した記憶があります。私はそれあったはずだと

思って、きのうから探しました。それで、探し

てきたんですけど、これがその当時の参加賞の

トレーナーなんですよ。これ非常に生地がよか

ったもんですから、随分長いこと着ていただい

たんですよね。この色、赤、黄色、青とありま

すけど、これはトライアスロンをイメージした

もののデザインで、スイム、バイク、ランとい

うふうにイメージしたものなんです。これをあ

げたもんですから、収支では大変苦労したって

いうのがあったんですね。 

 11月３日の大会っていうのは、それから何回

かやりましたが、やっぱり11月３日っていうの
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は、まだダンプカーが休まないんですね、祭日

でも。それで非常に危険だということで、11月

の第１日曜日に変更しました。ところが、11月

の１日から７日までの期間が降られるわけです

ね。やっぱり天気が５勝５敗、みぞれ雪のとき

と晴れと５勝５敗。これではとてもボランティ

アの皆さんが大変だということで、10月の第３

日曜日に変更になってきたといういきさつがご

ざいます。 

 長井マラソン大会は3,000人規模の中規模大

会を目指そうということでやってきたんですけ

ども、それもなかなか難しいと。少なくともフ

ルマラソン大会の名に恥じないために、フルマ

ラソンの選手1,000人を集める大会にしようっ

ていうのが近年の目標にしているところでござ

います。そうはいってもこの民間の私どもだけ

ではなかなかやることが難しくなってきたとい

うことから、３年前、今度は市に主管をお願い

して念願であった公認コースの大会になったと

いうことでございます。 

 これまでの大会を支えてくれた皆さんという

のは、本当に陸上競技協会の役員の皆さんを初

め、一般市民のボランティアの皆さんです。長

い方では30年間このマラソン大会やトライアス

ロンにつき合っていただいております。こうい

う皆様方の本当に温かい協力のたまものによっ

て長井のこのマラソン大会というのがずっと続

けられてきたというところがあったわけだと思

うんですね。 

 今回の48メーター足んなかったという件は、

非常に残念な結果になってしまったわけなんで

すけれども、私は何でこういうことになったの

かなというふうにいろいろ思い浮かべてみまし

た。３年前のときには、エアードームでスター

トっていう空気を入れてぶうっと膨らましてや

るやつですね。これを何十万だか出してしたん

ですけど、このエアーの送り方が非常にうまく

なかったんですよ。あっちこっちぐにゃぐにゃ

ってあんまりよくなくて、次回からはそれやめ

たんですね。あのときは、前のスタート位置だ

ったと記憶してます。次のときもそうだったと

思います。今回、何で48メーター手前になった

のかというと、ずっと以前はそこで何十回もス

タート位置としてやってきたのがあったんです

ね。先入観だったと思います。言ってみれば、

ヒューマンエラーですよね。人間でなければ犯

すこともない、人間であるがゆえに犯すミスが

こうしたんだと思っています。考えてみれば、

誰が見てもスタート地点はここだという、ばか

よけの対策をとらなかったことが最大の原因だ

なというふうに私は思っておりますけれども、

やっぱりこういうことによって市長の給料減額

に及ぶというのは、非常に耐えられないなとい

うふうに私は思っているところでございます。 

 その後、距離不足が発覚して、早速教育委員

会、あるいはまた、市長、副市長、教育長との

協議などもし、あるいはまた、運営委員会もし

て善後策を検討してきたわけですが、できるだ

け早く選手の皆さんには謝罪文を送って理解を

得るように努力しなきゃいけないと。何千とい

う大会がありますから、やっぱり参加費の返還

というのは100％主催者側にミスがない限りは

やるべきではないというのが運営委員会の見解

だったんですね。過去にマラソン大会をしよう

として道路使用許可取られなくて大会を中止に

せざるを得ない、それで参加費を返還したとい

うことは過去ありますけれども、それ以外は参

加費の返還というのはなかったと私は記憶して

おります。そういうことでしてきたということ

ですので、市長のその思いという、大会会長と

しての立場ということはよくわかるわけなんで

すが、それは何とか思いとどまっていただけな

いものかというのが私の率直なところでござい

ます。 

 まず、お伺いいたしますが、一般質問７、８

の両日にわたって３名の議員の皆さんから長井
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マラソン大会の質問がございましたよね。８日

の市長のマスコミ記者とのやりとりでは、給料

減額というふうになってしまったわけなんです

が、一般質問の答弁を超えた判断でないのかな

と私思うんですよ。だから、そういうことって

いうのは、ちょっと本会議での答弁よりも踏み

込み過ぎになってないかということが懸念され

るわけなんですね。この点についてはいかがで

すか。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 蒲生議員からは、詳しく今まで

の長井マラソンの最初の大会から今日までの経

過もご説明いただきまして、本当にありがとう

ございました。 

 お尋ねの件ですが、質問された議員の方には

ちょっと語弊があったらおわびいたしますが、

私といたしましては、教育委員会等々で詳しく

説明をさせていただいて、一般質問の答弁のと

きにも経過を大分お話をさせていただいたとこ

ろだったんですね。結局これは市が全て責任を

置いてやってるというよりも市民の皆様と今ま

でずっと長井マラソンを実施してこられた実行

委員会の皆様、そして、何といっても公認コー

スですから、西置賜陸連の競技役員の方の人た

ちの３者で、あとボランティアもありますけど、

一緒になってやってきた大会だから、何とかご

了承いただきたいということでの答弁のつもり

だったんですが、なかなかこれが納得いただい

てないなというふうに私感じまして、まず、今

回の12月の一般質問、定例会でこれがきちっと

もう次に向かっていくんだということであれば、

私もこんな給料減額なんていうことは、むしろ

大会役員とか実行委員の皆様に非常にプレッシ

ャーみたいなかけるのではないかと非常に苦慮

したところでございますが、私としては、とに

かくもう12月で、この私どものミスは消えない

わけですけども、とりあえずそれよりも前に進

むような議論をいただきたいと、参加料を返還

すべきだなんていうことはもうやめてほしいと

いうことで、私としては、誰かがけじめをつけ

ないとおさまらないではないかというふうに考

えまして、教育長や副市長も私たちもさせてほ

しいというような声がありましたけども、それ

は必要ないと、かえってみんなが恐縮するんで、

私だけが大会会長ですから、いささかではござ

いますが、減額をさせていただいてけじめをつ

けさせていただくと。そして、来年から第31回

の大会から、また違った形で、より多くの皆様

に参加いただいて評価いただけるような大会に

したいというふうに考えて、今回そういった提

案をさせていただいたところでございます。 

○渋谷佐輔議長 13番、蒲生光男議員。 

○１３番 蒲生光男議員 市長の提案権を侵害す

るとかそういうことは全くないわけなんですけ

ども、きのうのきょうなんですよね。８日の８

日ですから。きのうのきょうよりもっと近いか、

きょうのきょうか。それで給料減額にまで判断

が及ぶというのは、やっぱりこれはちょっと大

変なことだなと思うんですよね。議会としても

このままでいいんだろうかというような判断に

も私は思ってしまうんですけど、いろいろな心

配な面でですね。そうではなくて、何かもう少

しお互いの信頼関係っていいますか、言葉で言

えばそういうことなんでしょうけど、何か方法

がなかったのかな。例えば、議会で本会議場で

聞かれたことに答弁をして、やっぱり思いとし

て足りないという部分がある場合、今回のケー

スのような形ではなくて、何かもう一回議会と

相談、相談するっていうか、何か方法がなかっ

たものかと思ってしまうんですけども、この点

について、いかがですか。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 例えば、教育委員会のほうで全員協議会、あ

るいは文教の常任委員会の中で長井マラソンの

件についてはいろいろご説明をし、おわびをし
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ているわけでございますが、やはりその場で私

も立ち会えば、同席させていただいて議員の皆

様の考え方、人それぞれ、議員それぞれなわけ

でございますが、感じ取ればよかったんですが、

やはり教育長初め、教育委員会の職員からの報

告では、とにかく大変な、責任ということでの

議員の皆様の発言が相次いだと。とにかくこん

な甘っちょろい対応ではだめだというようなこ

とがあったというふうに聞いております。その

後、最初はそうだったと思うんですが、少しず

つご理解をいただいてきたとは思うんですが、

やはり一般質問で、これは私の感覚でございま

すけれども、答弁、時間が答弁切れということ

で、それ以上質問された議員の方は、いろんな

考えがおありかどうかわからないんですけども、

私としては、なかなか納得いただいたというふ

うには思っておりませんでした。少しあるんだ

ろうなと、お考えが。ですから、これをまたい

ろいろご質問とかご意見などを、失礼しました。

提言は変ですけども、責任問題とかということ

で変な方向に行かないようにするためには、私

の判断がまずかったのかもしれませんけども、

やっぱりここでおわびをしたほうがいいのかな

というふうに判断したところでございます。済

みません。ちょっと明確な答弁でなくて恐縮な

んですが、以上でございます。 

○渋谷佐輔議長 13番、蒲生光男議員。 

○１３番 蒲生光男議員 私もこういうことを言

うこと自体が非常に心情的には苦しい立場なん

ですけども、例えば、この程度の誤差は大丈夫

だという判断も当日あったんですね。それは勘

違いですよ、言うなれば。だから、さっきヒュ

ーマンエラーっていうふうに申し上げましたけ

ども、まさにそういうことなんですね。それが

罪として問われるようなものであれば、とても

じゃないけど、この先こういう大会は開いてい

けないと、私はそういう立場に立っているもん

ですから、適切かどうか知りませんが、罪を憎

んで人を憎まずみたいな、もっと次回の大会に

向けて大きく歩を進める、羽ばたくというほう

にかじを切ってこそ長井マラソン大会の真意で

はないのかなというふうに思っているんです。 

 私もこれまで、トライアスロンの百何十回、

マラソンでも200回ぐらいの大会に参加してま

いりましたが、やっぱりいろんなケースがあり

ます。例えば、表彰状をせっかくもらったのに、

済みません、間違いでしたというふうに、その

表彰を撤回されたりですね、それから、二差路

があってどっちだかわかんないという、コース

の誘導もいなくてとんでもない隣町まで行った

なんていうこともありましたし、さまざまなミ

スっていえばミスですよ、要は、主催者側ので

すね。それでも私は自分でも大会を楽しんだと

いうことで、そのミスとの相殺をすれば、これ

は大会主催者を責めるというものではなくて仕

方がない、許される範囲、許容範囲かなという

ふうに思って私は今まで来たつもりであります。

今回のケースがじゃあ許容範囲かと。ましてや

陸連登録者97名の方の記録を目標にしてきた人

に対してどうするんだという話はそれは当然あ

ります。ありますが、それもさっき言いました

ように、長年のそういう経験が災いをしたヒュ

ーマンエラーだとすれば、勘弁していただけな

いかということなんだろうかなというふうに思

うんです。 

 この間、スポーツ課でもマスコミの対応であ

ったり、あるいはまた、可能な限りの知恵を絞

ってその収拾のために汗を流してきたと思うん

ですよね。そういったことを考えますと、私は

今回の５％減額まで及ばずに次回の大会にこれ

らを生かしていくということに矛先をおさめて

いただけないのかと、要はそういうことなんで

すね。できるならば、そういうふうにしていた

だきたいと思うんですけども、まだ大丈夫なわ

けですから、休憩をとってですね、いかがでし

ょうかね、ぜひそうしていただけないものかな
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というふうに思うんですけども、市長のお考え

をお願いします。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 蒲生議員のご意見といいますか、

さまざまなご提言、ご指導には大変感謝申し上

げたいというふうに思います。 

 ただ、大変唐突な感があったということ、こ

のたびの私の給料削減については、そういった

ことがあったのを感じられたとしたらおわびを

申し上げたいと思いますが、私としては、やは

り議会内でさまざまな議論を深めていただいた

ということで大変これはこれでよかったという

ふうに思いますけれども、まず、けじめはけじ

めとしてぜひご理解をいただいて、何とかご承

認を賜りたいというふうに思います。 

 なお、本当に繰り返しになりますけれども、

陸協の役員の皆様とか、あるいは実行委員、ま

た、ボランティアの方々に来年度以降もご協力

を賜らないとこの大会は開催することができま

せんので、引き続き、蒲生議員初め、実行委員

の皆様、関係者の皆様からご協力を賜りたいと

いうことで、参加、出場した長井マラソン選手

のためにも、まずは一つけじめをつけさせてい

ただきたいというように思いますんで、よろし

くご理解を賜りたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 そのほかございませんか。 

 ８番、今泉春江議員。 

○８番 今泉春江議員 今何人かの議員さんが質

問なされました。そして、その中で市長が今回

の減給についてのお考えを述べられました。市

長のこの減給に対する思いというか、けじめに

対しては、ある程度理解はいたします。しかし、

私たち３人が、私たちというか３人の議員が一

般質問に立ちました。その中で申し上げてるの

は原因の究明、それから再発防止、そして、今

いろいろお話がありました参加費の返還という

ことを申し上げた質問だと思います。それにつ

いて、市長は、次期開催に向けて信頼を回復し

ていくさまざまな努力をするというようなこと

をおっしゃっておりました。この５％の減給と

いうことになりますと、何か今の市長の答弁の

中にもちょっと言いづらそうな含みがあって、

何か私たち議員が質問したことによって市長の

５％という責任をとるというようなことにも聞

こえてしまいます。やはり市長が５％の減給を

なさるということによって、大会関係者は非常

に負担が、負担というか気持ちの中でも負い目

ではないですけども、負担がかかるようなこと

にもなるんではないでしょうか。私はこの５％

の減給でけじめをつけるというのは甚だ疑問で

ございます。５％の減給というのは、このたび

提案になったわけですけども、もう一度お考え

直しいただけないでしょうか。市長、いかがで

しょうか。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 今泉議員のご質問にお答えした

いと思います。 

 今回３人の議員から一般質問されたので減俸

するというように捉えてしまったとしたら、そ

れはそういったことではございませんので、た

だ、やっぱり納得はされてない議員の方は少な

くとも３人以上いらっしゃったということで、

あと、経過とか、もうずっと何回かお話しして

いるはずですので、やっぱり一番のところは、

参加料を返還したらどうだということで、ここ

の部分は、私としては最後までわかりましたと

いうようなことではなくてかみ合わなかったと、

もう考え方が違うというふうに思いました。で

すから、私としては、ほかのところはやってな

くても長井市だけ返せばいいんじゃないですか

ということに対して、私は違うということをず

っと、そういった違う形で、それとはご提言の

こととは違った形でおわびをし、そして、これ

からの大会に向けたそういった反省を踏まえた

信頼回復とか、あるいは、次回大会はすばらし

い大会にするようなそんな取り組みをするとい
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うことを申し上げてきたんですが、結局最後ま

で、じゃあ参加料は返すということは私も必要

ないというふうなことは結局議員の皆様からは

なかったので、それらについて、私としては、

もうこれ以上、今回第30回マラソン大会につい

てのそういった議論はもうなくして前向きな、

これからどういうふうにして信頼回復するかと

いうことで、今大会でのミスをお金で解決する

ということではなくて違った形でこれから信頼

回復をしたいということを申し上げたんですが、

そこは私は納得していただけなかったというふ

うに思いました。私はそう思いましたので、赤

間議員は２日目でございまして、最後でござい

ましたんで、赤間議員はそこは触れられません

でしたけども、やはりちょっとそこのところは

納得いただけないなというふうに思いまして、

できればここで終止符をということで、まずは、

一つの大会会長としてのけじめをつけたいとい

う考えでございますので、だから、質問された

議員に対してのけじめのとり方ではないと。 

 まず、一つは、やはり記者会見というのも、

おわびするということも随分自分としては迷っ

たんですね。最初はしましょうということだっ

たんですが、どうもほかの大会ではされてない

と。いろいろ考えますと、先ほどからありまし

たように、計画の減俸についても大会の実行委

員会や役員、またはボランティアの方に対して

も非常に嫌な思いをされるんでないかというこ

とはごもっともだと思ったんですけども、記者

会見もやることによって非常にどうしてもヒュ

ーマンエラーですから、かかわった人はこれは

逃れられないところはあるんですけども、あん

まりそういうことをしないで、まずは次回大会

に向けて議会の皆様と一緒にいろいろ方法を考

えながらしっかりと信頼回復とおわびをしてい

こうと思っていたところだったものですから、

記者会見もしなかったと、そういったミスもあ

るなということで、私としては、繰り返しにな

りますけども、ここで大会会長としてのおわび

をしたいということでございます。 

○渋谷佐輔議長 ８番、今泉春江議員。 

○８番 今泉春江議員 今、市長から、今回の件

でおわびをしたいということを最後におっしゃ

っていただきましたが、私は次年度大会に向け

ての信頼回復、再発防止、そして、次年度の開

催の成功というのを一番に考えるべきであり、

５％の減給でこのたびけじめをつけたい、おわ

びをしたいというのは違うことではないかなと。

けじめとおわびというのは、議会でも市長は言

ってらっしゃいましたので、おわびのお言葉は

聞いております。市長のお考えは、そこでおわ

びということを私たちは理解したことでござい

ます。今言ったように、次年度に向けての開催

ということの成功を期待いたします。減給とい

うことは甚だ疑問でございます。 

○渋谷佐輔議長 ほかにございませんか。 

○１４番 安部 隆議員 議長。 

○渋谷佐輔議長 14番、安部 隆議員。 

○１４番 安部 隆議員 修正動議を提出いたし

たく、準備の時間をいただきたく、ここで暫時

休憩をお願いしたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 ただいま安部 隆議員から修正

の動議がありましたので、ここで暫時休憩いた

します。再開はブザーをもってお知らせいたし

ます。 

 

 

   午前１１時３９分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○渋谷佐輔議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

 なお、堀越俊一郎監査委員から、早退させて

ほしい旨の届け出がありましたので、ご報告い

たします。 
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 休憩中に議案第96号に対して、安部 隆議員

ほか４名から、お手元に配付しました修正の動

議が提出されました。したがって、これを原案

とあわせて議題といたします。 

 それでは、提案者を代表し、安部 隆議員に

修正案の説明を求めます。 

 14番、安部 隆議員。 

  （14番安部 隆議員登壇） 

○１４番 安部 隆議員 それでは、修正動議に

ついて、理由の説明を申し上げたいと思います。 

 今議会において、長井マラソン大会でフルマ

ラソンの距離が短かった問題で、事故対応につ

いて、12月７日、８日の両日に行われた一般質

問では３名の議員が質疑を交わされました。 

 質問では、信頼回復に向けたわび状の送付や

参加料の返還などが質問に上がっております。

市長の答弁では、謝罪文の送付をしていること、

また、参加料を返金することで信頼を回復する

のではなく、これまでの対応により、まずは納

得いただけないまでもご理解いただけるよう、

働きかけや応援メッセージ送付、次回大会の参

加料減免について検討したいと言及されており

ました。ところが、一般質問終了後、翌日の９

日の読売新聞朝刊に、市長みずからの給料５％

１カ月減給する給与条例改正案を最終日提案と

の記事が報じられました。記事を目にしたとき

唖然とした驚きでした。きのうまでの議場で交

わされた質疑では、質問内容にも答弁にも市長

の給料減給に関する質疑は言及されていないに

もかかわらず、議会答弁とは全く違う内容が一

般質問終了後、翌日の新聞に発表されたのであ

ります。このような状況で議案第96号を審議す

れば、議場での質問、答弁の重要性が失い、議

会軽視につながるのではないかと心配するとこ

ろであります。 

 議会の将来に禍根を残すこととなりかねない

と思いますので、議案第96号 長井市特別職に

属する者の給与等に関する条例の一部を改正す

る条例の修正案を提案をいたします。 

 修正理由は、第30回長井マラソン大会におけ

る位置を誤った事件に関し、市長の給料を減額

する提案がなされたが、本議会における一般質

問の答弁のとおり、次回大会に生かすことが責

任のあり方として妥当であります。給料減額に

は当たらないと判断されるため、修正案を提案

するものであります。 

 修正の内容は、第１条中、附則に第１項を加

える改正規定を削るものであります。また、こ

れに関連して、条例附則第２項の修正を行うも

のであります。なお、新旧対照表もつけており

ますので、ご参考にしていただき、ご審議を賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

○渋谷佐輔議長 提案者の説明が終わりました。 

 ただいまの提案に対し、質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、修正案に対し

ての質疑を終結いたします。 

 以上で議案第96号の原案及び修正案について

の質疑を終結することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご異議なしと認めます。よって、

質疑は終結いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 議案第96号の原案及び修正案について、ご意

見ございませんか。 

 ７番、渡部秀樹議員。 

  （７番渡部秀樹議員登壇） 

○７番 渡部秀樹議員 私は議案第96号 長井市

特別職に属する者の給与等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について、原案に反対し、

修正案に賛成する立場で討論いたします。 

 修正案の修正理由にありましたように、第30

回長井マラソン大会におけるスタート位置を誤

った事件に関し、市長給料を減額する提案がな

されましたが、本会議における一般質問答弁の
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とおり、次回大会に生かすことが責任のあり方

としては妥当であり、給料減額には当たらない

と判断されるのではないでしょうか。 

 また、先ほどの蒲生光男議員の質疑で、市長

給料の５％減額に賛成できないとの観点から質

疑がなされ、大会関係者として苦労話が経緯と

して話され、その中で大会の中のヒューマンエ

ラーによるミスが市長給料の減額につながるの

は大会関係者として非常に心苦しいという言葉

がありました。また、今大会の教訓を次回大会

に生かし、よりよいものにしてほしいともあり

ました。それが真実ではないでしょうか。それ

が正しい道ではないでしょうか。私はそう思い

ます。 

 ここでこの件を少し整理いたしますと、第30

回長井マラソン大会において、フルマラソン及

びハーフマラソンコースでのスタート地点の間

違いと競技役員の公認コースとしてのルール解

釈の誤りに端を発するものでありました。その

後、事件公表のおくれなどから、市長がその責

任として平成29年１月の給料１カ月分の５％を

減額するという概要であったかと思います。 

 そこで、私は次の３点について思うところが

ありますので、修正案に賛成討論させていただ

きます。 

 第１に、今回長井マラソン大会のような多数

の団体により組織運営される大会やイベントの

ミスをその責任を給料の減額で償うというのは

責任のとり方として好ましくないと申しますか、

なじまないのではないかと思います。 

 第２に、今定例会本議会の一般質問が12月７

日、８日に行われ、平 進介議員、今泉春江議

員、赤間 広議員からさまざまな角度の質問が

あり、答弁がありました。そのときの市長答弁

の内容と12月９日に一部報道により新聞に掲載

された内容が大きく異なるのは疑問であり、ま

た、今定例会本議会の一般質問での答弁内容を

越える内容といいますか、大きく異なる内容が

最終日に提案されることはさらに疑問を感じま

す。 

 第３に、市長は、さきに行われました全員協

議会におきまして、一般質問の折に答弁した内

容が議会でご理解いただけなかったとおっしゃ

っておりました。これは二元代表制ということ

もございますし、議場は議論するところでござ

います。完全な意見の一致というのはなかなか

導き出すことが難しいことと思います。また、

今定例会本議会一般質問における全ての質問を

通して見ても、市長給料の減額についてどなた

も提案なされておりません。望んではいないの

です。 

 また、12月７日の平 進介議員への答弁の中

で、要約いたしますと、信頼の回復に努めると、

今回長井マラソンでの迷惑をかけてしまった参

加者の皆様が気持ちよく参加いただけるような

次回大会の成功に向けた前向きな対応策を検討

する旨が答弁されました。市長給料の減額では

なく、参加者の皆様のさまざまな配慮こそが最

も大切であると思います。 

 補足にはなりますが、思えば平成28年６月定

例会の予算総括質疑におきまして、内谷邦彦議

員が長井マラソン大会の運営団体が多過ぎて意

見をまとめるのが大変ではないかと。主たる実

動団体などの検討をしてほしいとの提言があり

ましたことを思い出しながら、12月９日の朝刊

を見させていただきました。今後さまざまな問

題をクリアし、信頼回復に努め、次回大会が輝

かしいものになることこそが大切なのではない

でしょうか。今回の長井マラソン大会の事件に

関しては、議員各位さまざまな思いがおありか

と思います。ですが、今回は修正案への賛同を

お願いしまして、賛成討論といたします。 

○渋谷佐輔議長 ほかにございませんか。 

 12番、五十嵐智洋議員。 

  （12番五十嵐智洋議員登壇） 

○１２番 五十嵐智洋議員 議案第96号 長井市
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特別職に属する者の給与等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について、原案に賛成し、

修正案に反対の討論を申し上げます。 

 修正動議が出されましてから短時間でしたの

で、お聞き苦しい点もあろうかと存じますが、

ご寛容に願いたいと存じます。 

 長井マラソン大会は、長井鉄人会や関係者、

市民ボランティアの大勢の献身的なご努力によ

り毎年開催され、全国の愛好家から広く認知さ

れることとなりました。マラソンのまち長井と

して、高校駅伝大会の誘致につながるなど、ご

功績は大きく心から敬意を申し上げます。 

 今回30回目の記念大会に当たり、フルマラソ

ンの部でスタート位置を誤り、陸連登録者が公

認記録にならない結果となったことは大変残念

なことと思います。直前に誤りがわかったにも

かかわらず正しい位置に戻せなかったことは、

瞬時の危機管理という点で大いに学ぶ点がある

と感じた次第でございます。市長は、大会会長

の責任をとり、けじめとして給料を５％減額す

る議案を上程されたが、参加者に対してのおわ

び、次回以降のしっかりとした大会運営の決意

を示した政治家内谷重治の判断であり、立場は

違えど、私も政治家の１人として賛同したいと

思います。 

 先ほどの金子議員との質疑では、公認記録と

ならなかった方々を来年は招待選手として考え

たいなどの答弁もありました。大変結構なアイ

デアと思います。来年の開催日まではまだ時間

もあることから、実行委員会、関係者各位とじ

っくり協議し、最善の策を整え、ピンチをチャ

ンスにかえ、おもてなし倍返しのすばらしい長

井マラソン大会になることを願って討論といた

します。議員諸兄のご賛同をお願い申し上げま

す。 

○渋谷佐輔議長 ほかにご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ほかにご意見もないので、討論

を終結し、採決いたします。 

 まず、安部 隆議員ほか４名から提出されま

した修正案について、採決いたします。 

 なお、提出された修正案は原案の全部を修正

する内容でありますので、修正案が可決された

場合は、議案第96号は修正案のとおり決定いた

します。修正案が否決された場合は、続けて原

案についての採決をいたします。 

 それでは、修正案について採決いたします。 

 修正案に賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立少数） 

○渋谷佐輔議長 起立少数であります。よって、

修正案は否決されました。 

 次に、原案について採決いたします。原案の

とおり決するに、賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○渋谷佐輔議長 起立多数であります。よって、

議案第96号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第24、議案第98号 平成28年度長

井市一般会計補正予算第９号の１件について質

疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議案第98号について、討論を行い

ます。 

 ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第98号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第98号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第25、議案第99号 平成28年度長

井市公共下水道事業特別会計補正予算第４号の
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１件について質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議案第99号について、討論を行い

ます。 

 ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第99号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第99号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第26、議案第100号 平成28年度

長井市農業集落排水事業特別会計補正予算第２

号の１件について質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議案第100号について、討論を行

います。 

 ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第100号は、原案のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第100号は、原案のとおり決定いたしまし

た。 

 次に、日程第27、議案第101号 平成28年度

長井市訪問看護事業特別会計補正予算第２号の

１件について、質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議案第101号について、討論を行

います。 

 ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第101号は、原案のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第101号は、原案のとおり決定いたしまし

た。 

 次に、日程第28、議案第102号 平成28年度

長井市介護保険特別会計補正予算第３号の１件

について、質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議案第102号について、討論を行

います。 

 ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第102号は、原案のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第102号は、原案のとおり決定いたしまし

た。 

 次に、日程第29、議案第103号 平成28年度

長井市浄化槽事業特別会計補正予算第２号の１

件について、質疑を行います。 
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 ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議案第103号について、討論を行

います。 

 ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第103号は、原案のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第103号は、原案のとおり決定いたしまし

た。 

 次に、日程第30、議案第104号 平成28年度

長井市水道事業会計補正予算第２号の１件につ

いて、質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議案第104号について、討論を行

います。 

 ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第104号は、原案のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。よって、

議案第104号は、原案のとおり決定いたしまし

た。 

 

 

 日程第３１ 議会案第４号 「農業 

 者戸別所得補償制度」の復活を求め 

 る意見書の提出について 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、日程第31、議会案第４号 

「農業者戸別所得補償制度」の復活を求める意

見書の提出についての１件を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 議席番号９番、梅津善之議員。 

  （９番梅津善之議員登壇） 

○９番 梅津善之議員 議会案第４号 「農業者

戸別所得補償制度」の復活を求める意見書の提

出についてご説明申し上げます。 

 本案は、先ほどの請願第３号の採択に基づき

提案するものであります。 

 米価が生産費を大きく下回る水準に急落し、

多くの稲作農家が、これではつくり続けられな

いという状況が生まれています。また、安い米

の定着によって生産者だけでなく米の流通業者

の経営も立ち行かない状況となっています。こ

うした中、政府は、農地を集積し、大規模、効

率化を図ろうとしておりますが、この低米価で

は規模拡大した集落営農や法人ほど赤字が拡大

し、経営危機に陥りかねません。よって、国民

の食糧と地域経済、環境と国土を守るために農

業者戸別所得補償制度の復活を求める意見書を

国会及び政府関係機関に提出するため提案する

ものであります。よろしくご賛同くださいます

ようお願い申し上げます。 

○渋谷佐輔議長 提案者の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議会案第４号について、討論を行

います。 

 ご意見ございませんか。 
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  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議会案第４号は、原案のとおり決するにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご異議なしと認めます。よって、

議会案第４号は、原案のとおり決定いたしまし

た。 

 最後にお諮りいたします。今定例会において、

議決されました議案の中で条項、字句、数字、

その他整理を要するものについては、会議規則

第43条の規定により、その整理を議長に一任願

いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渋谷佐輔議長 ご異議なしと認めます。よって、

整理を要するものについては、その整理を議長

に一任することに決定いたしました。 

 以上で本日の議事は全部終了いたしました。 

 平成28年第５回市議会定例会を閉会するに当

たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日ここに平成28年長井市議会定例会閉会に

当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 この１年間、議長として健康で大役を過ごせ

たことは、五十嵐副議長を初め、議員の皆様、

そして、内谷市長を初め、市当局関係者の皆様

の支えがあってのこと、ご指導、ご鞭撻の賜物

であり、心から感謝と御礼を申し上げます。 

 振り返ってみますと、ことしも国内外におい

て、喜怒哀楽を象徴するいろんな出来事が浮か

んでは消え、消えては浮かんでまいります。中

でも明るい話題としては、４年に１度のオリン

ピック・パラリンピックではないでしょうか。

日本選手はすばらしい活躍によってはじけるば

かりの笑顔が印象でした。悲しい出来事として

は、人をあやめることを何と心得ているのか、

大人の短絡的な勝手な行動としか思えないこと、

また、まだまだ隠れたいじめの問題などもござ

います。命の大切さ、生きることのとうとさを

誰がどこで教え伝えるべきでしょうか。また、

想定外の自然災害による生命、財産を失った悲

しい出来事にも心が痛みます。一日も早い復興

を祈ります。 

 さて、私たち政治にかかわる者として、市民

の負託に応えることは最大の使命でありますが、

報道される政治と金の問題は、改めて緊張感を

持って応えていかなければならないと思います。

例えば、政活費、いわゆる政務活動費の適正な

使途であります。私たち長井市議会は、ルール

に従い、公平に公正に適正に使わせていただき

報告をしております。その公開について、28年

度ぶんの報告から議会のホームページなどによ

り、誰がいつでも閲覧できるよう進めてまいり

ます。また、議会としては、引き続き議会基本

条例の理念を具現化する努力、そして、より一

層市民の負託に応える努力を惜しんではなりま

せん。 

 ことしは延べ44名の議員の方がそれぞれの観

点から視点から市政に関する質問で登壇されま

した。ねぎらいを申し上げるとともに、市民生

活の向上、市政の発展に大きく結びつけられる

ことをご期待申し上げます。 

 この間、市長を初め当局の皆様からは、適切、

懸命なご指導、ご助言を賜り、まことにありが

とうございました。衷心より御礼申し上げます。 

 来年はとり年ということです。鳥は取り組む

につながり、運気もお客も取り込める商売繁盛

につながると言われます。私たちも鳥にあやか

って頑張ってみたいものであります。 

 結びになりましたが、ご臨席皆様がお健やか

に新年を迎えられ、一層のご多幸、ご健勝を心

からお祈り申し上げ、御礼の挨拶とさせていた

だきます。ありがとうございました。 
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   閉     会 

 

 

○渋谷佐輔議長 これをもって平成28年第５回長

井市議会定例会を閉会いたします。ご協力まこ

とにありがとうございました。 

 

 

    午後 １時３２分 閉会 
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